
－経済産業省－

業務委託契約において、実績を大幅に上回る単価に基づき人件費を算定するなどしていたため、委託費

の支払額が過大

２件 不当金額(支出) ２００４万円

1 契約の概要

近畿、四国両経済産業局（以下「両局」という。）は、平成17年度から21年度までの間に、知的財産戦

略を支援する人材の育成・確保等を目的とした研修等の業務に係る委託契約等計8件の契約を株式会社マ

ーケティングダイナミックス研究所（以下「会社」という。）と締結している。

委託契約書等によると、委託費は、委託業務に従事する者の人件費、事業費、一般管理費等の経費の

区分ごとに定めた上限額の範囲内で、実際に委託業務の実施に要した経費の額により確定することとな

っている。このうち、人件費は、委託業務に従事した者に対する給与等の支払実績を基に算出した1時間

当たりの人件費単価（以下｢実績単価｣という。）に、委託業務に従事した時間数を乗じて算定することが

原則とされているが、受託者があらかじめ業務を受託する際の1時間当たりの人件費単価として規程等に

定めている単価（以下｢受託単価｣という。）がある場合は、受託単価に基づき人件費を算定することとさ

れている。ただし、実績単価と受託単価との間に大幅なかい離が見受けられる場合は、十分に精査し、
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妥当と判断する場合のみ受託単価に基づき人件費を算定し、委託費を支払うこととされている。また、

受託者は、委託業務に従事した者ごとの従事時間数について、勤務実態を反映した業務日誌に基づき集

計することとされている。

そして、両局は、実績報告書に記載された委託業務の実施に要した経費を、証ひょう、帳簿等により

確認したとして、前記の計8契約に係る委託費の支払額を計45,765,897円と確定し、同額を支払っている。

2 検査の結果

検査したところ、前記の計8契約について、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

ア 会社は、受託単価等（3,125円から7,500円）を基に委託業務に従事した者の人件費を算定して実績

報告を行い、両局は、賃金台帳等により受託単価と実績単価との間に大幅なかい離が見受けられない
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ことなどを確認し、委託費を支払っていた。しかし、会社が両局に提示した賃金台帳等は、委託業務

に従事した者の給与等の支払実績を水増しした虚偽の賃金台帳等であった。そこで、実際の給与等の

支払実績を基に実績単価を算出すると、848円から4,717円となり、受託単価等を大幅に下回るものと

なっていた。

イ 会社は、委託業務に従事した者ごとの従事時間数について、業務日誌に基づき従事時間数を集計し

て実績報告を行ったとしていた。しかし、会社の会計帳簿等に記載された出張記録等を確認したとこ

ろ、委託業務に従事していたとされた者が、委託業務に従事していたとされた時間に、委託業務以外

の業務で出張していたり、休暇を取得していたりなどしていて、実際には委託業務に従事していない

と認められる時間（計1,291.7時間）を従事時間数に含めていた。

以上のことなどから、前記の計8契約に係る人件費等の額は、委託業務において実際に要した経費に基

づいて算定されたものとはなっていなかった。

したがって、実績単価に基づき人件費を算定するなどして適正な委託費の支払額を算定すると計25,7

18,292円となり、前記の委託費の支払額との差額計20,047,605円が過大となっていて、不当と認められ

る。


